
琵琶湖のごみ4-3

１．琵琶湖岸の漂着ごみ、湖底ごみ

県内でポイ捨てされたり、知らない間に流出してし

まったごみは雨や風で河川に入り、琵琶湖に流れ込ん

でしまいます。流入したごみは湖岸に漂着したり、湖底

に堆積してしまいます。

２０１５（平成27）年3月の琵琶湖岸漂着物等実態把握

調査報告書によると、漂着ごみの組成は重量比でプラス

チック類が35.6%、ガラス・陶器類が18.5%、ゴム類が

17.8%となっていました（流木や植物片、水草を除く）。

また、２０１９（令和元）年6月に実施された守山市赤

野井湾での湖底ごみの実態把握調査によると、体積

比で湖底ごみの約75%がプラスチック類でした。使用

年代が10年以上前と思われるものが含まれており、長期にわたり湖底に蓄積されて

いるものも存在すると思われます。

漂着ごみ、湖底ごみは美しい琵琶湖の景観を損ない、プラスチック類はマイクロプ

ラスチックの発生源となることや生態系への影響も懸念されるため、ごみの流入を抑

制するとともに、回収を進める必要があります。

２．環境美化活動

滋賀県では、１９９２（平成4）年に施行された「滋賀県ご

みの散乱防止に関する条例」に基づく5月30日、7月1日

および12月1日の「環境美化の日」を基準日として、県下

全域を対象に環境美化活動を実施しています。この活動

を通して、湖岸に漂着したごみの回収を行うとともに、河

川でも清掃を実施することで、琵琶湖へのごみの流入を

抑制しています。開催にあたっては県民等に周知を行っ

ており、２０２３（令和５）年度の総参加者数は197,019人

となり、回収したごみの総量は855トンとなりました。

県内でポイ捨てされたり、流出してしまったごみは河川を通じて琵琶湖に流れ込み、景観

を損なうなど様々な問題を引き起こしています。そのため、県下全域を対象に環境美化活

動を実施し、ごみの回収を進めています。
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琵琶湖岸に漂着したごみ
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琵琶湖岸での環境美化活動の様子

トピック しがプラスチックチャレンジプロジェクト

２．サーキュラーエコノミーへ

    の移行

これまでの原材料から製品の製造、

利用、廃棄という一方通行型のリニア

エコノミー（線型経済）は、プラスチック

ごみの問題だけでなく、気候変動、天

然資源の枯渇など様々な問題を引き

起こしています。そのため、発生抑制、

再使用、再生利用の３Rの取組が進め

られており、さらに近年は、資源の効

率的・循環的な利用を図りつつ、付加

価値の最大化を図るサーキュラーエコ

ノミー（循環経済）への移行を目指す

ことが世界の潮流となっています。

滋賀県も「しがプラスチックチャレン

ジプロジェクト」や生産・流通から廃

棄物の処理にいたるまでの様々な主

体が連携して資源循環を促進するた

めのセミナーを開催するなどにより、

サーキュラーエコノミーへの移行を推

進しています。

図Ｔ-１　ロゴマーク（左）
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１．しがプラスチックチャレンジ

    プロジェクト

陸域に散乱したプラスチックごみは

川を通じて琵琶湖に流入しています。

これを防ぐために滋賀県ではプラス

チックごみを削減する取り組みとし

て、２０２３（令和5）年10月から「しが

プラスチックチャレンジプロジェクト」

を展開しています。このプロジェクト

は、県民の皆さんに対し、ライフスタイ

ルを見直し、プラスチック代替製品の

利用、マイボトルの持参などプラス

チックごみ削減に向けた実践行動の

チャレンジを後押しするものです。プ

ロジェクトでは、毎月一日の「しがプラ

チャレンジの日」や10月の「しがプラ

チャレンジ推進月間」を創設し、集中

的な啓発を実施しています。　

具体的には、プロジェクトキャラク

ター湖神挑一とともにプラスチックご

み問題について学ぶ動画やリーフ

レットを作成し、子どもから大人まで

幅広くプラスチックごみ削減を呼びか

けています。
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図Ｔ-２　サーキュラーエコノミー

（環境省　令和３年版環境白書・

循環型社会白書・生物多様性白書より）
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